
給与以外の所得（営
業・農業・不動産・年
金等）はない

勤務先から奈良市に
「給与支払報告書」が
提出されている（勤務
先にご確認ください）

市・県民税の申告を
してください

いいえはい

給与収入のあった人

所得税の確定申告を
してください

（市・県民税の申告は
不要です）

それらの所得が20万円
以下である

申告は不要です
※ただし医療費控除や住宅借
入金特別控除等源泉徴収票に
ない控除を追加する場合は申

告が必要になります

２ヶ所目以降の給与の
支払が20万円以下であ
る

給与収入が2000万円以下である

給与の支払を受けてい
るのは１ヶ所のみであ
る

年末調整が済んでいる


